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民 主 党 要 望 項 目 一 覧 

平成２７年度９月補正分 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

１ 鳥取県職業能力開発協会へ技能五輪等への出場経費を

補助しているところであるが、材料費の個人負担も軽減

するよう、補助対象経費に加える等対策を講じること。 

技能五輪等出場選手の材料費個人負担の軽減については、速やかに対応する。 

２ 交通事故が多発している中、事故の原因分析及び必要

な対策を講じるとともに、特に夜間の事故を防ぐための

ライトの活用等安全運転マナーについて、より一層周知

を図ること。 

 交通死亡事故が多発し、特に高齢者の交通事故死者の割合が高いことから、市町村や警察など関係

機関と連携して、交通マナーアップ広報や啓発用マグネットシートの配布など高齢者の交通事故防止

対策を進めている。 

前照灯のこまめな切り替え（ハイビームの活用）など安全運転の励行推進の啓発など、速やかに対

応できる対策については引き続き実施するとともに、関係機関の意見も伺いながら、今後より一層、

交通事故防止に向けた効果的な取組を推進していく。 

鳥取県内における交通事故は、発生件数及び負傷者数ともに、前年より減少しているが、死者数が

前年に比べ増加している。 

死亡事故の特徴は、国道等の幹線道路での発生が多く、高齢者による加害事故・被害事故や単独事

故が多く発生し、夜間に全体の約４割が発生している。 

警察としては、平成２７年１月から「鳥取県警察交通総合管理システム」を導入しており、同シス

テムを活用した分析結果に基づき、交通事故の発生実態に即した交通事故抑止対策を推進するととも

に、事故の特徴を踏まえ、特に夜間の歩行者、自転車との事故防止対策として、各地域における安全

運転管理者等講習会や高齢者を対象とした交通安全講習会等において、出かける時には明るい色の服

装や反射材の着用、夜間の走行時には、前照灯をこまめに切り替え、ハイビームを活用した運転等安

全運転マナーの向上を呼びかけている。また、街頭活動、交通指導取締り等あらゆる警察活動を通じ

て、合図不履行、一時不停止、信号無視等の交通違反の指導取締りを徹底するとともに、関係機関・

団体と連携した広報啓発活動、交通事故抑止対策等に努めている。 

３ 深刻なトラックドライバーの不足や高齢化に対応する

ために免許取得に必要な経費支援等について、現在活用

している、雇用ミスマッチ解消処遇改善支援事業（緊急

雇用基金）が平成２７年度で終了する後も、同様の支援

を講じること。 

平成２８年度以降の免許取得経費の支援については、現在実施中の雇用ミスマッチ解消処遇改善

支援事業の効果や課題を十分に検証した上で、鳥取県トラック協会に対する運輸事業振興助成補助

金における免許取得助成の拡充も含め、同協会等と協議しながら検討していく。 

 

４ 鳥取市が若葉台で実証事業を行っているスマートグリ

ッド構想のように、県としても、発電・売電を含めた地

域自給型エネルギー・分散型エネルギー（小さなバイオ

マス発電も含めて）・他段階利用などの、多様な再生可能

エネルギーと地域自給型電力の推進を積極的に進めるこ

と。 

本年７月に、鳥取市などの先進事例をもとに、市町村と共に地域自給型エネルギーや分散型エネル
ギーの利用促進に関する勉強会を開催した。今後も更なる情報共有を行い、推進していくうえでの課
題を整理し、対策を検討していく。 
安定的な供給が期待できるバイオマスや小水力発電などの導入を支援し、それらのエネルギー源を

地域で利用する再生可能エネルギーの地産地消の取組が進むよう、県の地方創生総合戦略に位置づ
け、積極的に推進していく。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

５ 子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する

「くるみん制度」には、税制優遇措置はあるものの、認

知度が低く現在県内で１２社しか認定されていない。 

  子育て王国を標榜し男女共同参画を強力に推進してい

る本県として、国に対してより大きなインセンティブの

充実を求めるとともに、入札時加点優遇措置を設けるな

ど、連携して認定企業を増やすよう対策を講じること。 

県では、昨年度から鳥取労働局と連携し、「くるみん」と「トリピー」のコラボレーションポスタ

ー、チラシを作成し、ＪＲ車内広告、新聞広告、関係団体等へ配布する取組を始めたところであり、

引き続き鳥取労働局と連携し制度の周知を図り、認定企業の拡大に努めていく。 

また、国に対しては、「日本創生のための将来世代応援知事同盟（１２県知事）」が、本年６月に

子育て支援に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の拡充について要望するとともに、本県も７月

に女性の活躍推進に向けて取り組む企業に対する助成や税制上の優遇措置の充実を要望していると

ころである。今後も引き続き国に対して要望していく。 

６ 乳用牛の増頭対策を講じること。 乳牛の増頭対策として、平成２４年度から乳用種育成牛導入への支援を、平成２６年度からは若手

担い手農家が増頭のために行う施設整備への支援を実施している。 

国は平成２６年度補正で牛舎の規模拡大や乳牛の導入等について支援する畜産クラスター事業を

創設したところであり、現在、県内２地域でクラスター協議会が設立されクラスター計画の策定がす

すめられている。県ではこの協議会の計画策定に対し、施設整備等具体的な計画内容について助言を

行うなどの支援を実施しているところであり、計画が具体化すれば国に対し事業採択の働きかけをし

ていきたい。 

７ わかとり国体の際に作られた施設が３０年以上たち、

更新期に入っている。その施設改修が市町村の重荷にな

っている。次期国体も見据え、計画的な維持、改修、運

営について全県的な視点で検討すること。 

次期国体の開催に関する各競技団体の意向については、平成２５年９月に鳥取県体育協会が県内各

競技団体にアンケート調査を実施し、意見を伺った結果を踏まえ、今後、県体協と連携を図りながら、

市町村施設も含め全県的な体育施設のあり方を地元の意見を伺いながら、検討していく。 

 


